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要
旨

本
法
律
案
は
、
家
畜
以
外
の
動
物
に
お
け
る
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
る
病
原
体
の
拡
散
防
止
に
係
る
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵
守
に
係
る
是
正
措
置
の
拡
充
、
患
畜
等
以
外
の
家
畜
の
殺
処

分
制
度
の
対
象
と
な
る
家
畜
伝
染
病
の
追
加
、
輸
出
入
検
疫
に
係
る
家
畜
防
疫
官
の
権
限
の
強
化
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る

特
例
の
本
則
へ
の
位
置
付
け
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
家
畜
の
所
有
者
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
関
連
事
業
者
の
責
務
の
明
確
化

家
畜
の
所
有
者
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
関
連
事
業
者
の
責
務
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵
守
に
係
る
是
正
措
置
等
の
拡
充

１

家
畜
の
所
有
者
は
、
衛
生
管
理
区
域
ご
と
に
、
飼
養
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
指
導
等
に
つ
い
て
の
指
針
を
策
定
し
、
都

道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
針
に
即
し
て
、
具
体
的
な
指
導
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
家
畜
以
外
の
動
物
に
お
け
る
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
防
止
措
置
の
法
へ
の
位
置
付
け



二

１

都
道
府
県
知
事
は
、
衛
生
管
理
区
域
周
辺
以
外
の
場
所
に
お
い
て
悪
性
伝
染
性
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
家
畜
以
外
の
動

物
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
も
、
消
毒
の
ほ
か
、
通
行
の
制
限
又
は
遮
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
指
導
及
び
助
言
を
経
な
い
で
、

病
原
体
の
拡
散
の
防
止
の
方
法
等
に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
及
び
命
令
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
予
防
的
殺
処
分
の
対
象
疾
病
の
拡
大

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
以
外
の
家
畜
の
殺
処
分
の
対
象
疾
病
に
ア
フ
リ
カ
豚
熱
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
口
蹄
疫
又
は
ア
フ

て
い

リ
カ
豚
熱
に
か
か
っ
て
い
る
家
畜
以
外
の
動
物
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
も
、
当
該
殺
処
分
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
家
畜
防
疫
官
の
権
限
の
強
化

家
畜
防
疫
官
は
、
入
国
者
及
び
出
国
者
の
携
帯
品
中
の
指
定
検
疫
物
等
の
有
無
に
つ
い
て
質
問
し
、
検
査
を
行
い
、
輸
出

入
検
疫
の
結
果
、
法
に
違
反
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
物
品
を
廃
棄
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
す
る
。


